
 

 

○ 課徴金の額の計算方法について 

 

１．課徴金納付命令対象者（１）について 

（１）違反行為事実 Aに係る課徴金の額 

ア．金融商品取引法第１７５条の２第２項第３号の規定により、当該違反行為により当該情報

受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に２分の１を乗じて得た額。 

利得相当額とは、同条第４項第２号の規定により、情報受領者等が株券等の買付けをした

場合、当該株券等の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後

２週間における最も高い価格（2,732 円）に当該株券等の買付けの数量を乗じて得た額から、

当該株券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。 

{（2,732円×2,500株） 

－（1,744円×200株＋1,745円×600株＋1,754円×100株＋1,762円×1,000株 

＋1,785円×300株＋1,789円×100株＋1,790円×100株＋1,791円×100株)} 

×1/2 

＝1,212,150円 

 

イ．金融商品取引法第１７６条２項の規定により、上記ア．で計算した額の１万円未満の端数を

切捨て、1,210,000円となる。 

 

 （２）違反行為事実Ｂに係る課徴金の額 

ア．金融商品取引法第１７５条の２第２項第３号の規定により、当該違反行為により当該情報

受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に２分の１を乗じて得た額。 

利得相当額とは、同条第４項第２号の規定により、情報受領者等が株券等の買付けをした

場合、当該株券等の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後

２週間における最も高い価格（2,732 円）に当該株券等の買付けの数量を乗じて得た額から、

当該株券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。 

 {（2,732円×1,000株） 

－（1,652円×200株＋1,714円×100株＋1,725円×100株＋1,736円×100株 

＋1,755円×100株＋1,780円×100株＋1,820円×100株＋1,850円×200株)} 

×1/2 

＝489,300円 

 

イ．金融商品取引法第１７６条２項の規定により、上記ア．で計算した額の１万円未満の端数を

切捨て、480,000円となる。 

 

（３）違反行為事実Ｃに係る課徴金の額 

ア．金融商品取引法第１７５条の２第２項第３号の規定により、当該違反行為により当該情報

受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に２分の１を乗じて得た額。 

利得相当額とは、同条第４項第２号の規定により、情報受領者等が株券等の買付けをした

場合、当該株券等の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後

２週間における最も高い価格（2,732 円）に当該株券等の買付けの数量を乗じて得た額から、

当該株券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。 

 

{（2,732円×900株） 

（別紙） 



 

 

－（1,745円×900株)} 

×1/2 

＝444,150円 

 

イ．金融商品取引法第１７６条２項の規定により、上記ア．で計算した額の１万円未満の端数を

切捨て、440,000円となる。 

 

（４）違反行為事実Ｄに係る課徴金の額 

ア．金融商品取引法第１７５条の２第２項第３号の規定により、当該違反行為により当該情報

受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に２分の１を乗じて得た額。 

利得相当額とは、同条第４項第２号の規定により、情報受領者等が株券等の買付けをした

場合、当該株券等の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後

２週間における最も高い価格（2,732 円）に当該株券等の買付けの数量を乗じて得た額から、

当該株券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。 

{（2,732円×3,300株） 

－（1,700円×500株＋1,713円×300株＋1,714円×200株＋1,735円×300株 

＋1,753円×200株＋1,754円×100株＋1,758円×300株＋1,759円×400株 

＋1,760円×100株＋1,773円×300株＋1,774円×200株＋1,795円×100株 

＋1,798円×200株＋1,799円×100株)} 

×1/2 

＝1,624,850円 

 

イ．金融商品取引法第１７６条２項の規定により、上記ア．で計算した額の１万円未満の端数を

切捨て、1,620,000円となる。 

 

（５）違反行為事実Ｅに係る課徴金の額 

ア．金融商品取引法第１７５条の２第２項第３号の規定により、当該違反行為により当該情報

受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に２分の１を乗じて得た額。 

利得相当額とは、同条第４項第２号の規定により、情報受領者等が株券等の買付けをした

場合、当該株券等の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後

２週間における最も高い価格（2,732 円）に当該株券等の買付けの数量を乗じて得た額から、

当該株券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。 

{（2,732円×2,000株） 

－（1,697円×100株＋1,698円×100株＋1,700円×400株＋1,702円×300株 

＋1,703円×100株＋1,709円×100株＋1,714円×300株＋1,715円×100株 

＋1,720円×100株＋1,722円×200株＋1,723円×100株＋1,730円×100株)} 

×1/2 

＝1,022,650円 

 

イ．金融商品取引法第１７６条２項の規定により、上記ア．で計算した額の１万円未満の端数を

切捨て、1,020,000円となる。 

 

（６）上記（１）ないし（５）により算定した額の合計 

1,210,000円＋480,000円＋440,000円＋1,620,000円＋1,020,000円＝4,770,000円となる。 



 

 

２．課徴金納付命令対象者（２）について 

（１）金融商品取引法第１７５条第２項第２号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公

開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後２週間における最も高い価格（2,732 円）に

当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその

数量を乗じて得た額を控除した額。 

 

（2,732円×2,500株） 

－（1,744円×200株＋1,745円×600株＋1,754円×100株＋1,762円×1,000株 

＋1,785円×300株＋1,789円×100株＋1,790円×100株＋1,791円×100株) 

  ＝2,424,300円 

 

（２）金融商品取引法第１７６条第２項の規定により、上記（１）で計算した額の１万円未満の端数を

切捨て、2,420,000円となる。 

 

３．課徴金納付命令対象者（３）について 

（１）金融商品取引法第１７５条第２項第２号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公

開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後２週間における最も高い価格（2,732 円）に

当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にそ

の数量を乗じて得た額を控除した額。 

 

（2,732円×1,000株） 

－（1,652円×200株＋1,714円×100株＋1,725円×100株＋1,736円×100株 

＋1,755円×100株＋1,780円×100株＋1,820円×100株＋1,850円×200株) 

＝978,600円 

 

（２）金融商品取引法第１７６条第２項の規定により、上記（１）で計算した額の１万円未満の端数

を切捨て、970,000円となる。 

 

４．課徴金納付命令対象者（４）について 

（１）金融商品取引法第１７５条第２項第２号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公

開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後２週間における最も高い価格（2,732 円）に

当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にそ

の数量を乗じて得た額を控除した額。 

 

（2,732円×900株） 

－（1,745円×900株)  

＝888,300円 

 

（２）金融商品取引法第１７６条第２項の規定により、上記（１）で計算した額の１万円未満の端数

を切捨て、880,000円となる。 

 


